
都市計画用途地域を次のように変更する。

種類 面積
建築物の
容 積 率

建築物の
建蔽率

外 壁 の
後退距離
の 限 度

建 築 物 の
敷地面積の
最 低 限 度

建築物の
高  さ  の
限      度

その他
 及び
備　考

第一種低層 約 74ha　　5/10　以下　 3/10　以下 － － 10m 6.6%

住居専用地域 約410ha 10/10　以下 6/10　以下 － － 10m 36.4%

小　　　　計 約483ha 43.0%

第二種低層 約 25ha 10/10　以下 6/10　以下 － － 10m 2.3%

住居専用地域

第一種中高層 約 81ha 15/10　以下 6/10　以下 － － － 7.2%

住居専用地域

約 21ha 20/10　以下 6/10　以下 － － － 1.9%

小　　　　計 約102ha 9.0%

第一種住居地域 約264ha 20/10　以下 6/10　以下 － － － 23.5%

第二種住居地域 約 39ha 20/10　以下 6/10　以下 － － － 3.4%

準住居地域 約 25ha 20/10　以下 6/10　以下 － － － 2.2%

近隣商業地域 約 15ha 20/10　以下 8/10　以下 － － － 1.3%

約 33ha 30/10　以下 8/10　以下 － － － 2.9%

小　　　　計 約 47ha 4.2%

準工業地域 約106ha 20/10　以下 6/10　以下 － － － 9.5%

工業地域 約 33ha 20/10　以下 6/10　以下 － － － 2.9%

合　　　　計 約 1,124ha 100%

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」

名古屋都市計画用途地域の変更（日進市決定）
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理　　　由

土地区画整理事業の進捗に伴い、将来の土地利用計画及び都市施設の整備状
況等を総合的に勘案し、適切な用途地域に変更するものである。
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名古屋都市計画用途地域の変更 

 

理 由 書 
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理 由 書 
【折戸鎌ケ寿地区】 

 

１．変更の概要 

主な変更は以下のとおりです。 

 

変更 

前後 
種類 容積率 建蔽率 高さの制限 備考 

変更前 第一種低層住居専用地域 50％ 30％ 10m 

最終決定 

令和 4 年 12

月 15 日 

変更後 第一種低層住居専用地域 100% 60% 10m 

 

 

 

２． 当該都市計画の都市の将来像における位置づけ 

日進市都市マスタープランにおいて、市の都市づくりの基本目標の一つとして「安全安心な都

市づくり」を掲げ、「地域と連携した防災・減災対策の充実や狭あい道路の改善、無秩序な開発の

抑制や空家、低・未利用地の利活用等により、都市防災力を強化します。また、日常生活を支え

る交通機能や道路・公園等の都市施設の質の向上により、安心して子育てできる環境をつくる等、

全ての人が安全安心に暮らせる都市づくりを目指します。」としています（p.3-2参照）。 

その中で、当該地区は市街地整備の方針において、「計画的市街地の整備」として位置づけ、

「折戸鎌ケ寿地区は、宅地、道路等を整備し、優良な住環境を創出することで、土地の付加価値

を高めることを目標に、土地区画整理事業によるまちづくりを支援します。」としています（P.5-

15参照）。 

また、当該地区を含む南小学校区の地域別構想では、当該地区を将来都市構造上「新市街地形

成ゾーン」と位置づけ、「現在の市街化区域内において一団の低・未利用地が残されている折戸

鎌ケ寿地区については、地権者との合意形成を図り、計画的な市街地の形成を目指します。」と

しています。(P.6-37参照) 

 

３．当該都市計画の必要性 

用途地域は、市街地における土地利用規制の根本をなしており、都市全体にわたる都

市機能の配置及び密度構成の観点から検討し、地域ごとの市街地の将来像に合わせて見

直しを図ることが望ましいとされています。 

当該地区は、将来の土地区画整理事業等の市街地開発事業に備えるために第一種低層

住居専用地域（容積率 50％、建蔽率 30％、建築物の高さの最高限度 10ｍ）を定めており

ます。 
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当該地区においては、令和４年３月に組合施行による日進折戸鎌ケ寿土地区画整理事

業が認可され、今後も都市の将来像の実現に向け住居系を中心とした計画的な市街地整

備が行われることから、整備される都市基盤に見合った土地利用規制が必要であるため、

用途地域を変更します。 

 

４．当該都市計画の妥当性 

（１）区域 

当該地区は、日進折戸鎌ケ寿土地区画整理事業の施行地区を基本に、道路中心線、現行

の市街化区域及び土地区画整理事業の境界を区域の境界としており、明確な区域境界で

す。 

（２）規模 

当該地区の規模は、日進折戸鎌ケ寿土地区画整理事業の施行地区（0.91ha）と隣接する

道路区域からなる 0.93ha です。 

（３）施設の配置等 

当該地区は、周辺住宅地の居住環境に配慮し、用途地域について第一種低層住居専用地

域を保持したうえで、形態制限については土地区画整理事業実施後の宅地化を促進するため、容

積率100％、建蔽率60％に定めます。 

 

以上から、区域、規模、施設の配置等は妥当です。 
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